
平成13年度

　２－２　所得階級別人員

　　　　（１）　所得者区分別人員

合　　　計　　　所　　　得

区　　分 営業等 農　業 その他

所得者 所得者 所得者

70万円以下 3,629 32 3,258 6,919 2,286 546 98

100　〃　　 4,196 56 4,602 8,854 604 107 25

150　〃　　 7,567 305 15,325 23,197 810 112 37

200　〃　　 8,064 627 19,454 28,145 748 62 26

250　〃　　 7,990 845 21,976 30,811 584 44 19

300　〃　　 6,925 1,171 16,093 24,189 534 36 6

400　〃　　 10,165 2,685 21,216 34,066 857 35 12

500　〃　　 5,974 2,895 13,917 22,786 607 50 4

600　〃　　 3,220 2,377 10,517 16,114 483 23 3

700　〃　　 1,856 1,930 8,672 12,458 447 30 5

800　〃　　 1,201 1,305 6,997 9,503 361 10 1

1,000　〃　　 1,311 1,494 8,822 11,627 526 22 1

1,200　〃　　 641 604 5,202 6,447 317 10 2

1,500　〃　　 645 321 5,030 5,996 338 11 －

2,000　〃　　 643 117 4,427 5,187 312 3 1

3,000　〃　　 479 32 2,952 3,463 276 10 －

5,000　〃　　 324 8 1,543 1,875 202 7 －

5,000万円 超 264 8 766 1,038 173 3 －

内 1,095 外 1,031 外 8

合      計 65,094 16,812 170,769 252,675 10,465 1,121 240
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山林所得

（単位：人）

計
譲渡所得

調査対象等：平成13年分の申告所得税の納税者について、平成14年３月31日現在の合計所得により階級区分して、その分布を示した

　　　　　ものである。

　（注）１　「合計所得」の合計欄の内書は、「変動所得及び臨時所得の平均課税」の適用を受けた者を掲げた。

　　　　２　「譲渡所得」及び「山林所得」欄の人員は、「合計所得」欄に掲げた者のうち、譲渡所得又は山林所得を有する者につ

　　　　　いて、その譲渡所得又は山林所得だけについて所得金額を階級区分して再掲した。

　　　　　　なお、外書は、譲渡所得又は山林所得が損失である者を掲げた。

用語の説明：１　合計所得とは、損益通算後純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、分離譲

　　　　　　　渡所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。

　　　　　　２　変動所得及び臨時所得の平均課税とは、所得税の納税義務者に変動所得（漁獲から生ずる所得、原稿又は作曲の報

　　　　　　　酬、著作権の使用料による所得）又は臨時所得（職業野球選手の契約金等で臨時に発生する所得）がある場合の税額

　　　　　　　計算上の特別な方法である。変動所得の金額は、年により著しく変動しがちであり、臨時所得の金額は数年間分に見

　　　　　　　合う所得の金額が特定の時期に一括して支払われる性質のものであるので、これらの所得は、毎年ほぼ平均して所得

　　　　　　　の発生する者と比較すると累進税率の関係から税負担に不均衡が生ずる。この面を調整するため一定の条件に該当す

　　　　　　　る変動所得又は臨時所得を有する納税義務者については、その納税義務者の選択により、特別な税額の計算が認めら

　　　　　　　れている。


